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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年７月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２５年９月１６日 ０８時３０分ごろ 

発生場所 北海道根室市花咲港 

 花咲港南防波堤灯台から真方位０６７°７１０ｍ付近 

 （概位 北緯４３°１６.９′ 東経１４５°３５.０′） 

事故調査の経過  平成２５年１０月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第六十八福神
ふくじん

丸、１９９トン 

 ＨＫ１－１８６８（漁船登録番号）、佐藤漁業生産組合 

 ４６.２０ｍ×７.５０ｍ×３.３５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成２５年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３８歳 

 三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成７年９月１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年４月２１日 

  免状有効期間満了日 平成２７年８月３１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 バルバスバウが凹損 

岸壁 なし 

 事故の経過  本船は、船長ほか１６人が乗り組み、花咲港の東ふ頭２号岸壁（以

下「本件岸壁」という。）に着岸しようとして航行中、船長が、上部

船橋で椅子に腰を掛けて操船を行い、徐々に速力を減じ、本件岸壁の

約１１０ｍ手前になり、約３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で可変ピッチプロペラの翼角を０°として左舷着けするために

右回頭した。 

 船長は、本件岸壁を注視しながら、翼角を後進５°として微速力前

進で東南東進中、本件岸壁が目前に迫ったので、翼角を全速後進にし

たが、行きあしが止まらず、平成２５年９月１６日０８時３０分ご

ろ、船首が、約２kn の速力及び約４５°の角度で本件岸壁に衝突し

た。 

 本船は、浸水がなく、自力航行可能であり、本件岸壁に着岸して水
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揚げを行った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 霧、風 なし、視程 約５００ｍ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 本船は、船首スラスタ及び船尾スラスタを装備しており、船首スラ

スタは両舷方に推力を掛けられ、船尾スラスタは、左舷方に押す方向

にだけ推力を掛けることができた。 

 船長は、本船が新造されて出港した８月から約１か月半の乗船経験

があり、本事故発生時は７航海目であった。 

 本船は、船長が、以前に乗船した船に比べ、船体及び機関の出力が

大きかった。 

 船長は、スラスタの付いている船は、本船が初めてであり、本事故

時、スラスタを使用していなかった。  

 本船は、漁獲物を約２０ｔ及び氷を約３０ｔ積み、ほぼ満載状態で

あり、喫水が船首約０.５ｍ、船尾約１.１ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、花咲港の本件岸壁に着岸作業中、船長が、本件岸壁が目前

に迫り、可変ピッチプロペラの翼角を全速後進にしたが、前進行きあ

しが止まらなかったことから、本件岸壁に衝突したものと考えられ

る。 

 船長は、船首スラスタを活用していれば、本事故の発生を回避でき

た可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、花咲港の本件岸壁に着岸作業中、船長が、本件

岸壁が目前に迫り、可変ピッチプロペラの翼角を全速後進にしたが、

前進行きあしが止まらなかったため、本件岸壁に衝突したことにより

発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・着岸操船の際は、早めに可変ピッチプロペラの翼角を後進にする

などし、前進行きあしの制御を適切に行うとともに、船首スラス

タを有効に活用すること。 

 


